
令和４年度からの

平塚市木造住宅耐震化促進事業

補助金制度について

平塚市

建築指導課
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本市建築物の耐震化を図るための計画である平塚市耐震改修促進計画を

「第３期計画」として改定し、令和４年度から施行しました。

この改定計画に基づき、平塚市木造住宅耐震化促進事業は、木造住宅の耐

震化をさらに促進させるため、既往の補助制度を継続すると共に、「補助対象

者要件の拡大」、「建替えに伴う除却工事」及び「防火耐震工事」の補助制度を

追加しました。

説明会開催の趣旨

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



１．耐震改修促進計画について

２．木造住宅耐震化促進事業等

３．補助対象者要件の拡大

４．建替えに伴う除却事業（新制度）

５．防火耐震工事事業（新制度）

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



１．耐震改修促進計画について

〇計画の目的

旧耐震基準の建築物の耐震化を図り、災害に強い安全なまちづくりを進めることを目的とし、

耐震診断・耐震改修等を計画的かつ総合的に進めるための目標と施策を明らかにする。

計画期間 ： 令和４年度から令和１２年度 (第３期計画)

〇計画の位置づけ

耐震改修促進法第６条第１項に規定する市町村耐震改修促進

計画として、国の基本方針及び県計画に基づき定めています。

【関係計画等の改正】

・令和３年１２月 「国の基本方針の改正」

令和１２年までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消

・令和４年３月 県計画の改定

計画期間：令和１２年度まで

耐震性が不十分な住宅を令和１２年度までにおおむね解消



１．耐震改修促進計画について
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１．耐震改修促進計画について



〇第２期計画での目標 ⇒ 令和２年度の住宅の耐震化率 目標95％

（Ｈ２８～Ｒ３年度） 職員が、H２９年度～R２年度に約１万戸の住宅に訪問

耐震診断、耐震改修工事への補助

〇令和２年度の耐震化率：92.5%【目標未達成】

９５％にするためには、あと２８００戸の耐震化が必要

１．耐震改修促進計画について

⇒戸建て住宅の耐震化率は、８７．９％

⇒共同住宅の耐震化率は、９７．９％

※目標達成には、戸建て住宅の

耐震化促進が必要



皆様の御協力により、表のとおり、住宅耐震化が図られました。

県内、全国を見てもトップクラスの補助件数です。

１．耐震改修促進計画について

〇平塚市木造住宅耐震化の補助実績（Ｈ２６年度～Ｒ３年度）



①居住状況の多様化への対応

借家等の所有者と居住者が異なる住宅は、居住者が耐震化を積極的に進められない場合が

あります。また、所有者が入院や死亡により住まなくなった住宅に、その子や孫等の親族が移り

住んでくる場合などがあります。今後、所有者のさらなる高齢化により居住状況の多様化が進

み、所有者が自ら居住していない住宅が増えていくことが予想されます。

②建替えによる耐震化促進の必要性

旧耐震基準の住宅の所有者は、築後40年以上経過し老朽化した住宅を、耐震改修ではなく

建替えを検討する場合があります。建替えを見据え、早期の耐震化を実施しないという選択を

考える方が、今後増えることが予想されます。

１．耐震改修促進計画について

〇第２期計画を終えて見えた課題



③耐震改修と併せた防火改修の必要性

建築後に準防火地域に指定された地域では、耐震改修により地震に対する安全性を確保し

ても、火災に対する防火性能が低い住宅が残り続けてしまうという問題があります。

平成28年12月22日に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災では、このような防火性能の

低い住宅の存在が気象条件等の要因と重なり、延焼による甚大な被害をもたらしました。

また、外壁改修を伴う大規模なリフォームと併せて耐震改修を検討する方がいます。

そのため、耐震改修と併せた防火改修を行うための支援が必要と考えられます。

１．耐震改修促進計画について

〇第２期計画を終えて見えた課題



〇課題解決のための新たな施策（新制度等）

①居住状況の多様化への対応 ⇒ 補助対象者要件の拡大

②建替えによる耐震化促進の必要性 ⇒ 建替えに伴う除却工事に対する補助制度を新設

③耐震改修と併せた防火改修の必要性 ⇒ 防火耐震工事に対する補助制度を新設

〇第３期計画の目標

令和１２年度までに耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを目標とします。

確実な目標達成に向けた管理値として、令和７年度の耐震化率を９５％と設定し、

令和７年度末までに１２５０戸の耐震化を図ります。

１．耐震改修促進計画について



2.木造住宅耐震化促進事業等

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



耐震診断
（評点1.0以下）

耐震補強
設計

耐震補強
工事

耐震
シェルター

（これまで）

２．木造住宅耐震化促進事業等

※補助対象者

所有者かつ居住者

（配偶者、１親等内）

耐震診断
（評点1.0以下）

耐震改修
工事

耐震
シェルター

建替え
除却工事

（令和４年度から）

防火耐震
工事

耐震改修設計

（耐震改修
設計）

（防火耐震
設計）

※補助対象者

所有者かつ居住者

（配偶者、１親等内）



耐震診断
（評点1.0以下）

耐震改修
設計

耐震改修
工事

耐震
シェルター

２．木造住宅耐震化促進事業等

〇補助対象となる木造住宅

平塚市木造住宅耐震化促進事業交付要綱（以下「要綱」）第２条（３）、第３条

・一戸建て又は兼用住宅の木造建築物で、昭和５６年5月３１日以前に着手されたもの

※延べ面積の１/2以上が住宅部分のものに限る

※昭和５６年5月３１日以降に増築されたもので、

増築に係る延べ面積の1/2を超えるものを除く

・階数2階以下

・木造在来軸組構法で建築されたもの

〇耐震診断 要綱第２条（３）

市登録の耐震診断技術者が調査及び診断を実施し、報告書を作成

※業務内容の詳細は、平塚市木造住宅耐震診断技術者登録要領（以下「要領」）

別表（第４条） 耐震診断事業参照



耐震診断
（評点1.0以下）

耐震改修
設計

耐震改修
工事

耐震
シェルター

２．木造住宅耐震化促進事業等

〇耐震改修設計 要綱第２条（４）

耐震診断の評点１.0未満の住宅を評点1.0以上となる耐震改修工事の計画立案

及び改修後の耐震診断を行い、設計図面、仕様書の作成、工事費用の算出

※業務内容の詳細は、要領別表（第４条） 耐震改修設計事業参照

〇耐震シェルター 耐震シェルター設置推進事業補助金交付要綱第２条、３条

住宅内の居室等の内側を鉄骨等により囲む箱型の構造物で、住宅が倒壊した

場合に安全な空間を確保するもの。市の補助金交付を受けて実施した耐震診断

の評点が１.0未満であると判定された住宅に設置

〇耐震改修工事 要綱第２条（５）

耐震診断の評点１.0未満の住宅が、耐震改修工事後に評点が１．０以上となる工事

※業務内容の詳細は、要領別表（第４条） 耐震改修工事事業参照



２．木造住宅耐震化促進事業等

〇木造住宅耐震化促進事業補助金

この制度は、所有者等が実施する旧耐震基準の木造戸建て住宅の耐震診断や耐震

改修工事にかかる費用の負担を軽減させるために市が補助金による助成をするもの

です。制度を利用する方は高齢である場合が多いため、申請手続きなどの負担を少

しでも減らし、円滑に耐震化の実施ができるようなサポートを、耐震診断技術者には

行っていただきます。



3,補助対象者要件の拡大

3-(1)補助対象者の区分

3-(２)各区分の必要書類

3-(３)申請の具体例

3-(４)申請の注意点

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



３．補助対象者要件の拡大

【必ず該当】

・対象住宅を所有

・市税の滞納がない

かつ

【いずれかに該当】

・対象住宅に居住

・配偶者、１親等内が居住

【必ず該当】

・対象住宅を所有

・市税の滞納がない

かつ

【いずれかに該当】

・対象住宅に居住

・工事後に居住する所有者等

（これまで） （令和４年度から）



【区分１】（補助対象拡大） 要綱_第４条 （１）

イ 対象住宅に配偶者又は３親等内の親族が居住

している所有者

ア 所有者かつ居住者である者

ウ 居住者（所有者であるものを除く。）

エ 対象住宅に居住者がいないが、自己、配偶者

又は３親等内の親族が居住の用に供するため

に耐震化促進事業を実施しようとする所有者

区分１ ア～エまでのいずれにも該当しない所有

者（対象住宅に居住者がいない場合を除く）

【区分２】（新制度） 要綱_第４条 （２）

借家の所有者が申請を行う場合が該当

※居住者は他人（3親等内の親族ではない人）

※空室となっている借家は対象外

３-(1) 補助対象者の区分

補助対象者の要件を区分し、補助額に差



３-(1) 補助対象者の区分

【区分１】 （変更無し） 要綱_別表第２

・耐震診断費： 全額 （９．２万円）、（１５０㎡超：10.１万円）

※兼用住宅：税抜額（83,637円）、（１５０㎡超：91,819円）

・耐震改修設計費：1/2（税抜、上限7万円）

・耐震改修工事費：4/5（税抜、上限９０万円） （非課税世帯上限120万円）

・現場監理費：4/5（税抜き４万円）（非課税世帯上限６万円）

【区分２】 （新制度）要綱_別表第２

・耐震診断費：上記耐震診断費のうち6.2万円 （150㎡超：6.8万円）

・耐震改修設計費：1/2（税抜、上限３．５万円）

・耐震改修工事費：4/5（税抜、上限４５万円）※非課税世帯区分なし

※耐震診断から、費用の自己負担が発生

※設計費、工事費の補助金額は、区分１より低い額を補助

【補助額】



３-(2) 各区分の必要書類



３-(3) 申請の具体例

【ケース①】 所有者と居住者（３親等以内親族）が異なる場合

【所有者】 （Ａ）さん

年齢：８０歳 介護福祉施設に入居中

【居住者】 （Ｂ）さん

年齢：２3歳 所有者の孫 1人暮らしの新社会人

【申請者】

所有者（Ａ）さんの場合 ・・・ 「区分１_イ」で申請

（Aさん本人居住していない⇒３親等以内の親族が居住）

居住者（Ｂ）さんの場合 ・・・ 「区分1_ウ」で申請 （Bさん本人が居住者）



【ケース①】 （Ａ）さんが申請する場合

【申請者】（Ａ）さん 「区分１_イ」で申請

【必要書類】

①所有者がわかるもの

例：対象住宅の固定資産税の納税通知書の写し

②居住者がわかるもの

例：住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの）

③居住者の同意

例：居住者の同意書（参考様式）

④所有者と居住者の関係がわかるもの

例：戸籍謄本（３親等内であることを示す）

【区分1_イ】

対象住宅に配偶者

又は３親等内の親

族が居住している

所有者

３-(3) 申請の具体例



【ケース①】 （B）さんが申請する場合

【申請者】（B）さん 「区分1_ウ」で申請

【必要書類】

①所有者がわかるもの

例：対象住宅の固定資産税の納税通知書の写し

②居住者がわかるもの

例：住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの）

③所有者の同意

例：所有者の同意書（参考様式）

【区分1_ウ】

居住者

（所有者であるもの

を除く。）

３-(3) 申請の具体例



３-(3) 申請の具体例

【ケース②】 所有者と居住者（配偶者又は３親等親族以外）が異なる場合

【所有者】 （Ｃ）さん

年齢：６０歳 市外のマンションに入居中

【居住者】 （Ｄ）さん

年齢：４０歳 ３人家族の世帯主

【申請者】

所有者（Ｃ）さんの場合 ・・・ 「区分２」で申請

（Dさんとは、配偶者又は３親等親族内の関係ではない）

居住者（Ｄ）さんの場合 ・・・ 「区分1_ウ」で申請（Dさん本人が居住者）



【ケース②】 （C）さんが申請する場合

【申請者】（C）さん 「区分2」で申請

【必要書類】

①所有者がわかるもの

例：対象住宅の固定資産税の納税通知書の写し

②居住者がわかるもの

例：住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの）

③居住者の同意

例：居住者の同意書（参考様式）

※補助金額が低い区分での申請となる

【区分2】

前号アからエまで

のいずれにも該当

しない所有者

３-(3) 申請の具体例



【ケース②】 （Ｄ）さんが申請する場合

【申請者】（Ｄ）さん 「区分1_ウ」で申請

【必要書類】

①所有者がわかるもの

例：対象住宅の固定資産税の納税通知書の写し

②居住者がわかるもの

例：住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの）

③所有者の同意

例：所有者の同意書（参考様式）

※補助金額が高い区分での申請となる

【区分1_ウ】

居住者

（所有者であるもの

を除く。）

３-(3) 申請の具体例



３-(3) 申請の具体例

【ケース③】 対象住宅を購入し、改修してから居住する場合

【所有者】 （Ｅ）さん

年齢：３０歳 賃貸アパートに入居

【居住者】 なし

※（Ｅ）さんが対象住宅を購入、改修後に入居を予定

【申請者】

（E）さんの場合・・・ 「区分1_エ」で申請

（対象住宅に居住者がいないが、自己のために耐震化促進事業を行う。）



【ケース③】 （Ｅ）さんが申請する場合

【申請者】（Ｅ）さん 「区分1_エ」で申請

【必要書類】

①所有者がわかるもの

例：対象住宅の固定資産税の納税通知書の写し

②所有者と居住者の関係がわかるもの

※所有者本人が申請するため、不要

③所有者等の居住予定を示すもの

例：居住予定申告書（参考様式）

【区分1_エ】

対象住宅に居住者が

いないが、自己、配偶

者又は３親等内の親族

が居住の用に供するた

めに耐震化促進事業を

実施しようとする

所有者

３-(3) 申請の具体例



３-(４) 申請の注意点 （交付申請 耐震診断 第1－1号様式）

４ 補助対象者区分

・区分１または区分２を選択

区分１の場合、ア～エのいずれかを選択

（ア～エの詳細は申請書裏面でも確認できます。）

５ 補助金交付申請額

・延べ面積の区分：各区分毎、該当するものを選択

・建物用途：一戸建て住宅、兼用住宅いずれかにチェック

前回の様式から、一部内容を変更

・４ 補助対象者区分欄

・５ 補助金交付申請額欄



３-(４) 申請の変更点 （交付申請 耐震診断）

様式の裏面にて、補助対象者の区分に応じた添付図書を確認

【耐震診断添付図書】

ア 補助対象者区分に応じた書類（左記表参照）

イ 住宅の部分が２分の１以上であることがわかる資料

（兼用住宅の場合）

「居住者の同意書」、「所有者の同意書」及び「居住予定申告書」は、

建築指導課ホームぺージからダウンロードできます。



３-(４) 申請の変更点 （交付申請 耐震改修設計 第1－２号様式）

前回の様式から、一部内容変更している

・３ 補助対象者区分欄

・４ 耐震改修設計費補助金交付申請額欄

※各欄の記入方法等は、診断と同じ

裏面の内容は、診断とほぼ同じであるため、説明を省略

様式の裏面にて、補助対象者の区分に応じた添付図書を確認

【耐震改修設計 添付図書】

ア 「耐震改修設計費の見積書」の写し

イ 「耐震診断結果の概要」の写し

ウ 補助対象者区分に応じた書類（診断と同じもの）

※同一の年度内に、耐震診断の補助金交付申請している場合、不要



３-(４) 申請の変更点 （交付申請書 耐震改修工事 第1－３号様
式）

前回の様式から、一部内容変更している

・１ 補助対象者区分

・４ 耐震改修工事等費用・補助金交付申請額欄

※各欄の記入方法等は、診断と同じ

補助金交付申請額欄

現場監理費及び耐震改修工事費共に該当する限度額を選択

様式の裏面にて、補助対象者の区分に応じた添付図書を確認

【耐震改修工事 添付図書】

ア 「耐震改修工事費及び現場監理費の見積書」の写し

イ 「耐震診断結果の概要、改修計画平面図、仕様書及び

改修後の耐震診断結果の概要」の写し

ウ 世帯全員の「住民票の写し（マイナンバー記載なし）」（非課税世帯の場合）

エ 世帯全員の前２年分の「市民税・県民税証明書」 （非課税世帯の場合）

オ 補助対象者区分に応じた書類（診断、設計と同じもの）

※同一の年度内に、耐震改修設計等の補助金交付申請している場合、不要

裏面の内容は、診断とほぼ同じであるため、説明を省略



４．建替えに伴う除却事業

４-(1) 建替え除却工事の概要

４-(２) 補助額の算出例

４-(３) 申請について

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



４-(1) 建替え除却工事の概要

【定義】 要綱_第２条 （６）

【建替え除却工事】

耐震診断の評点が １．０未満 の木造住宅を、当該敷地内で一戸建ての住宅

（又は兼用住宅）に新築（又は改築）するために、全て除却する工事

※耐震診断を行ったのち、老朽化の進んだ高築年数の住宅を改修するか、

建替えするか悩んでいる方に対し、建替えを含めた早期の耐震化を促す

ことを目的としている。



耐震診断
（評点1.0以下）

耐震補強
設計

耐震補強
工事

耐震
シェルター

（
Ｉｗ
＜
１
．
０
）

（これまで）

耐震診断
（評点1.0以下）

耐震改修
工事

耐震
シェルター

（
Ｉｗ
＜
１
．
０
）

建替え
除却工事

（令和４年度から）

防火耐震
工事

耐震改修設計

（耐震改修
設計）

（防火耐震
設計）

４-(1) 建替え除却工事の概要

※補助対象者

所有者かつ居住者

（配偶者、１親等内）

※補助対象者

所有者かつ居住者

（配偶者、１親等内）



４-(1) 建替え除却工事の概要

【補助額】

【区分１】 要綱_別表第２

除却工事費の１/３を補助 （税抜、上限３６万円）

※非課税世帯の場合は上限５０万円

【区分２】は、補助対象外



４-(２) 補助額の算出例

ケース① 除却工事費が１００万（税抜き）

１００万×１/3＝３３３,３３３円 ⇒補助額：3３３,000

申請者負担：残額＋税額となる。

ケース② 除却工事費が１６０万（税抜き）

１６０万×１/3＝５３３,３３３円 ⇒補助額：３６０,000（上限額適用）

申請者負担：残額＋税額となる。

【補助額 算出の例】 申請者が一般世帯の場合



４-(２) 補助額の算出例

ケース③ 除却工事費が１００万（税抜き）

１００万×１/3＝３３３,３３３円 ⇒補助額：3３３,000

申請者負担：残額＋税額となる。

ケース④ 除却工事費が１６０万（税抜き）

１６０万×１/3＝５３３,３３３円 ⇒補助額：５００,000（上限額適用）

申請者負担：残額＋税額となる。

【補助額 算出の例】 申請者が非課税世帯の場合



４-(３) 申請について （交付申請 第1－４号様式）

交付申請書の様式を建築指導課ホームページからダウンロードしてください。

交付申請書の記載について

１ 世帯等の区分、 ２ 建物の所在地 ⇒耐震診断と同じ内容を記載。

３ 耐震診断の評点 ⇒耐震診断の評点及び年度を記載。

４ 建替え除却工事費用補助金交付申請額

⇒建替え除却に係る費用（税抜き）、補助金交付申請額を記載。（限度額も）

様式の裏面にて、補助対象者の区分に応じた添付図書を確認

【添付図書】

ア 「除却工事の見積書」及び「建替え工事の見積書」の写し

イ 「耐震診断結果の概要」の写し

ウ 世帯全員の「住民票の写し（マイナンバー記載なし）」（非課税世帯の場合）

エ 世帯全員の前２年分の「市民税・県民税証明書」 （非課税世帯の場合）

オ 補助対象者区分に応じた書類（診断と同じもの）

※同一の年度内に、耐震診断の補助金交付申請している場合、不要

裏面の内容は、診断とほぼ同じであるため、説明を省略



４-(３) 申請について （完了実績報告 第５－４号様式）

【添付図書】

・除却工事の領収書の写し

・除却工事の完了写真

・確認済証の写し

・建替え工事の契約書

・申請者から市への請求書

完了実績報告書の様式を建築指導課ホームページからダウンロードしてください。

この書類は、除却工事の終了後に提出するものです。

※完了実績報告書の記載については、耐震改修工事とほぼ同じです。

※建て替え工事は、除却工事申請年度の翌年でも可



５．防火耐震工事事業

５-(1)防火耐震工事の概要

５-(2)防火耐震工事の具体例

５-(３)申請について

令和４年度 平塚市木造住宅耐震化促進事業 説明会



５-(1) 防火耐震工事の概要

【定義】 要綱_第２条 （７）

【防火耐震工事】

対象の区域内（準防火地域に限る）で、耐震改修と併せて、軒裏、外壁及び

開口部を周囲で発生する火災による延焼を防ぐための構造とする工事

※消防部局が指定している火災による延焼の危険度が高いと予想される区域で

防火性能が既存不適格となっている住宅を耐震改修と併せて防火改修してもらう

ことを目的としている。



５-(1) 防火耐震工事の概要

【対象区域】 要綱_別表第1

【字全域の区域】

・立野町 ・宮松町

・桃浜町 ・富士見町



５-(1) 防火耐震工事の概要

【対象区域】

【字全域ではない区域】

・東八幡一丁目

・東八幡二丁目

・長持



５-(1) 防火耐震工事の概要

【要求性能】 防火構造、防火設備

準防火地域における木造住宅（地階を除く階数が

2以下かつ延べ面積が500㎡以下）は、その外壁

及び軒裏で延焼のおそれのある部分が現行の

「防火構造」に適合し、かつ、外壁開口部に「防火設備」

が要求される。

【関係条文】

・法第６１条
（防火地域及び準防火地域内の建築物）

・令第１３６条の２第３号
（規模に応じて政令で定める技術的基準）

・法第2条第８号

（防火構造）

・令第10８条

（防火構造に関する技術的基準）
※防火構造の注意点

平成１２年建設省告示１３５９号より、防火構造の屋内側の基準が定められた。

これ以前は、屋外側のみの旧防火構造基準で施工されているため、準防火地域の指定後に建築されたものに

ついても、防火耐震工事の補助対象としている。



【補助額】

【区分１】 要綱_別表第２

防火耐震工事費の４/5を補助 （税抜、上限１４０万円）

※非課税世帯の場合、「上限１４０万＋３０万円」又は

「防火耐震工事に要した費用」のいずれか低い額

５-(1) 防火耐震工事の概要

【区分２】は、補助対象外



耐震診断
（評点1.0以下）

耐震補強
設計

耐震補強
工事

耐震
シェルター

（
Ｉｗ
＜
１
．
０
）

（これまで）

耐震診断
（評点1.0以下）

耐震改修
工事

耐震
シェルター

（
Ｉｗ
＜
１
．
０
）

建替え
除却工事

（令和４年度から）

耐震改修設計

（耐震改修
設計）

（防火耐震
設計）

防火耐震
工事

５-(1) 防火耐震工事の概要



耐震診断

耐震改修
工事

（
Ｉｗ
＜
１
．
０
）

※１ 耐震診断でのお願い

・申請書提出の際に、防火耐震工事の対象区域内であるか確認してください。

（申請時に市担当者に確認）

・所有者に防火耐震工事の意向がある場合は、診断時に可能な限り、

延焼のおそれのある範囲の確認や、防火構造の仕様確認をしてください。

・補強の見通しとして、耐震改修工事に要する概算工事費を、（一財）日本建築防災協

会編集の資料を活用し、報告書内の講評に記載するようにしてください。

防火耐震
工事

耐震改修設計

５-(1) 防火耐震工事の概要

※２ 耐震改修設計（防火耐震設計）でのお願い

・申請書提出の際に建築年、防火指定及び診断結果等から、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部

分の仕様が既存不適格であることをヒアリングで確認します。

・通常の耐震補強設計とは完成時に提出する書類が異なります。

（耐震改修
設計）

（防火耐震
設計）



５-(1) 防火耐震工事の概要



５-(1) 防火耐震工事の概要



５-(２) 補助額の算出例

ケース② 防火耐震工事費用が１0０万（内訳：耐震80万、防火2０万）（税抜き）

１００万×4/5＝８０0,000円 ⇒補助額：８０0,000

申請者負担：残額＋税額となる。

【補助額 算出の例】 申請者が一般世帯の場合

ケース① 防火耐震工事費用が２３０万（内訳：耐震１０0万、防火１３０万）（税抜き）

２３０万×4/5＝1,８40,000円 ⇒補助額：1,4０0,000（上限額適用）

申請者負担：残額＋税額となる。



５-(２) 補助額の算出例

ケース④ 防火耐震工事費用が２００万（内訳：耐震１５0万、防火５０万）（税抜き）

２００万×4/5＝１,６０0,000円 ⇒ 1,400,000＋300,000＝1,700,000円

1,700,000円＜2,000,000円

補助額：１,７０0,000

申請者負担：残額＋税額となる。

【補助額 算出の例】 申請者が非課税世帯の場合

ケース③ 防火耐震工事費用が２３０万（内訳：耐震１０0万、防火１３０万）（税抜き）

２３０万×4/5＝1,８40,000円 ⇒ 補助額：1,７０0,000（上限額適用）

申請者負担：残額＋税額となる。



５-(2) 防火耐震工事の具体例

【ケース①】
建築年：昭和４０年
所在地：宮松町
防火指定：無し（指定前）

準防火地域の指定前の建築であるため、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が防火構造

でないことを耐震診断で確認した。

この部分を現行法に適合させる設計及び工事を行う。



５-(2)防火耐震工事の具体例

【ケース②】
建築年：昭和５０年
所在地：宮松町
防火指定：準防火地域（S４２年）

準防火地域の指定後の建築であるため、外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分は

「旧防火構造」であることを耐震診断で確認した。

この部分を現行法に適合させる設計及び工事を行う。



５-(2)防火耐震工事の具体例

道路

隣地

隣地

対象建築物



５-(2)防火耐震工事の具体例

隣地

隣地

対象建築物

凡例

耐震改修工事で設置する壁

防火耐震工事で設置する外壁、防火設備

延焼のおそれのある範囲

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分

道路



５-(2)防火耐震工事の具体例

隣地

隣地

対象建築物

左記図の青点線の部分が、外壁及び軒裏で延焼のおそれのあ

る部分となる。

防火耐震工事の補助対象工事は、青部分全体を現行の防火構

造、防火設備に適合させる必要があります。

※青全体ではない工事（部分工事）は補助対象外となります。

凡例

耐震改修工事で設置する壁

防火耐震工事で設置する外壁、防火設備

延焼のおそれのある範囲

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分

道路



５-(2)防火耐震工事の具体例

対象建築物

※ のみの改修では、補助対象外となる。

（ 耐震改修と併せて防火改修をすることが要件）

凡例

耐震改修工事で設置する壁

防火耐震工事で設置する外壁、防火設備

延焼のおそれのある範囲

外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分



５-(３)申請について （交付申請 第1－５号様式）

交付申請書の様式を建築指導課ホームページからダウンロードしてください。

交付申請書の記載について

１ 補助対象者の区分、 ２ 建物の所在地⇒耐震診断と同じ内容を記載。

３ 耐震診断の評点・耐震改修設計の評点⇒耐震診断、設計の評点及び年度を記載。

４ 防火耐震工事費用補助金交付申請額⇒防火耐震に係る費用（税抜き）、

補助金交付申請額を記載。（限度額も）

様式の裏面にて、補助対象者の区分に応じた添付図書を確認

【添付図書】

ア 「防火耐震工事の見積書（耐震改修、防火改修費の内訳が分かるもの）」及び

「現場監理費の見積書」の写し

イ 耐震診断結果の概要、防火耐震工事計画平面図、仕様書及び

改修後の耐震診断結果の概要」の写し

ウ 世帯全員の「住民票の写し（マイナンバー記載なし）」（非課税世帯の場合）

エ 世帯全員の前２年分の「市民税・県民税証明書」 （非課税世帯の場合）

オ 補助対象者区分に応じた書類（診断と同じもの）

※同一の年度内に、耐震診断の補助金交付申請している場合、不要

裏面の内容は、診断とほぼ同じであるため、説明を省略



５-(３)申請について （完了実績報告 第５－４号様式）

【添付図書】

１ 変更のリスト、変更後の図面、変更後の計算書及び変更後の見積書

２ 施工者から申請者への請求書の写し又は領収書の写し

３ 現場監理費の領収書の写し

４ 防火耐震工事の工程写真報告書

①施工前の状態（既設状況） ②解体後の状態

③補強要素の取り付け状況（筋交い、金物、合板受け材、構造合板、配筋、

コンクリートなどの施工状況がわかるもの）

④防火構造に係る施工状況（外壁（屋外側、屋内側）、軒裏及び開口部が

告示又は大臣認定構造の仕様に適合していることがわかるもの）

⑤仕上げの状況（完成状況）

５ 申請者から市への補助金の請求書

６ 補助金の受領に係る委任状

完了実績報告書の様式を建築指導課ホームページからダウンロードしてください。

※完了実績報告書の記載については、耐震改修工事とほぼ同じです。
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